
無機性汚泥（砂利洗浄汚泥など）
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工場・
事業場 資材置場

（事業場外）

処理場
（自社又は許可業者）

建設現場等
資材置場
（処理場外）

発生量３７万t/年

再生土等無機性汚泥（廃棄物）

・砂利採取業法は、事業に必要な設備の設置等を規制
・河川法、農地法は、それぞれ河川区域、農地での行為を規制

一部の汚泥は排出事業者による保管が長期化し、処理が進んでいない。再生土等
の市場が乏しいことや、移動や保管場所を把握する仕組みがないことから、重大事
案化するおそれがある（第１回検討会の事例２）

一部の
砂利洗
浄汚泥

○関係法令（※）はあるが、保管の規制や利用を促進する仕組みはない
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再生土
基盤材等

廃
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理
法

排出者責任に基づく処理

※砂利採取法は、事業に必要な設備の設置等を規制
河川法は河川区域、農地法は農地での行為を規制

減量後搬出量
３．３万t/年

第２回検討会議
資料１（抜粋）

有機性汚泥（下水道汚泥など）

発

生

堆
肥
化

保
管

利
用

（畑
等
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下水処理場等 処理場
（許可業者）

減量後搬出量
５．７万t/年

堆肥・堆肥原料下水道汚泥など（廃棄物）

下
水
道
法

下水道管理者の責務
・汚泥等の適正処理義務
・地方公共団体が下水道管理者
として管理

堆肥・堆肥原料の移動や保管場所を把握する仕組みや、利用を促進する仕
組みがないことから、重大事案化するおそれがある（第１回検討会の事例１）
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排出者責任に基づく処理

○関係法令（※）はあるが、保管規制や
利用促進の仕組みはない

※肥料の品質の確保に関する法律
生産、販売をそれぞれ国、県に登録

発生量５０万t/年
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